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独立行政法人水資源機構は、令和元年度の事業活動に伴う環境保全の

取組等をまとめた「環境報告書 2020」を作成しました。 

水資源機構では、業務の実施に当たって、環境保全への配慮や環境へ

の負荷低減など、当機構の環境方針に基づいて、毎年様々な取組を実施

しています。 

「環境報告書 2020」には、水資源機構の環境方針、令和元年度におけ

る環境保全の取組体制、自然環境や貯水池水質の保全対策などの環境保

全の取組等を掲載しています。 

 「環境報告書 2020」は、本日より水資源機構のホームページでご覧い

ただけます。 

令和２年９月３０日 

独立行政法人 水資源機構 
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（別紙） 

「環境報告書 20２０」の概要 

 

水資源機構は、「環境情報の提供の促進等による特定事業者等の環境に配慮した

事業活動の促進に関する法律（平成 16 年法律第 77 号）」（環境配慮促進法）に

定められた特定事業者です。同法第 9条第 1項では、特定事業者は、毎事業年度、

環境報告書を作成し、公表しなければならないとされており、同法第 9条第 2項で

は、「環境報告書の記載事項等」に従って環境報告書を作成するように努めること

とされています。 

「環境報告書 20２０」は、同法に基づいて、令和元年度に当機構が実施した環

境保全の取組等について取りまとめたものです。 

なお、水資源機構では、平成 16年に「環境報告書 2004」を作成し、以降、毎

年作成しています。 

 

 主な掲載内容は以下のとおりです。 

 

 

 

 環境調査・環境保全対策の実施、環境保全のための環境巡視

等、自然環境の保全に向けた取組と、水質情報の把握、水質異常

の発生抑制、水質異常発生時の対応、水質改善に向けた取組につ

いて記載しています。 

環境に対する知識・意識向上を図るために実施した、環

境学習会、研修等について記載しています。 

３．環境保全意識の向上 

 環境に関する情報の発信、地域に密着した施設・水辺空間、環

境保全活動と地域交流について記載しています。 

４．社会とのコミュニケーション 

 温室効果ガス排出抑制の取組、再生可能エネルギーの活用、資

源の再生、再利用、有害物質の管理について記載しています。 

２．環境負荷低減の取組 

･････････ 51－54 

１．環境保全に配慮した取組 

頁 

･････････ 18－39 

･････････ 40－50 

･････････ 55－59 


